
瀬戸ᕷ行政組織規則ࡢ一部を改正する規則をࡇࡇ公ᕸするࠋ 

ᖹ成㸰㸳ᖺ㸱月㸰㸷日 

瀬戸ᕷ長 増 岡 錦 也  

瀬戸ᕷ規則第㸶号 

瀬戸ᕷ行政組織規則ࡢ一部を改正する規則 

第㸯条 瀬戸ᕷ行政組織規則㸦ᖹ成㸯㸵ᖺ瀬戸ᕷ規則第㸱㸷号㸧ࡢ一部を

次ࡼࡢう改正するࠋ 

次ࡢ表ࡢ改正前ࡢ欄掲ࡆる規定をྠ表ࡢ改正ᚋࡢ欄掲ࡆる規定下

線࡛示すࡼう改正するࠋ

改正ᚋ 改正前 

㸦課属する公所㸧 㸦課属する公所㸧 

第㸲㸲条ࡢ㸰 次ࡢ表ࡢ左欄掲ࡆる課ྠ表中

欄掲ࡆる公所を置きࠊ当該公所࠾い࡚ࠊࡣ

ྠ表右欄掲ࡆる事務を分掌するࠋ 

第㸲㸲条ࡢ㸰 次ࡢ表ࡢ左欄掲ࡆる課ྠ表中

欄掲ࡆる公所を置きࠊ当該公所࠾い࡚ࠊࡣ

ྠ表右欄掲ࡆる事務を分掌するࠋ 

所属課 公所ྡ 分掌事務 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

文化課 瀬戸ᕷ美術館 瀬戸ᕷ美術館条

例㸦ᖹ成㸰㸳ᖺ

瀬戸ᕷ条例第㸵

号㸧及び尾張東

部㸦瀬戸㸧地域

文化広場ࡢ管理

関する条例

㸦昭和㸳㸵ᖺ瀬

戸ᕷ条例第㸰㸳

号㸧規定する

瀬戸ᕷ美術館ࡢ

管理及び運営

関する事務 

 ＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

 

所属課 公所ྡ 分掌事務 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

文化課 瀬戸ᕷ美術館 尾張東部㸦瀬

戸㸧地域文化広

場ࡢ管理関す

る条例㸦昭和㸳

㸵ᖺ瀬戸ᕷ条例

第㸰㸳号㸧規

定する瀬戸ᕷ美

術館ࡢ管理及び

運営関する事

務 

 

 

 

 ＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

 



第㸰条 瀬戸ᕷ行政組織規則ࡢ一部を次ࡼࡢう改正するࠋ 

次ࡢ表ࡢ改正前ࡢ欄掲ࡆる規定をྠ表ࡢ改正ᚋࡢ欄掲ࡆる規定下

線࡛示すࡼう改正するࠋ 

改正ᚋ 改正前 

㸦ࡶࡇ家庭課㸧 㸦ࡶࡇ家庭課㸧 

第㸰㸳条 ＜省略＞ 第㸰㸳条 ＜省略＞ 

㸰及び㸱 ＜省略＞ 㸰及び㸱 ＜省略＞ 

㸲 保育ಀ࠾い࡚ࡡࡴ࠾࠾ࠊࡣ次ࡢ事務を分掌

するࠋ 

㸲 保育ಀ࠾い࡚ࡡࡴ࠾࠾ࠊࡣ次ࡢ事務を分掌

するࠋ 

 ＜ま࡛ ＜省略֊ࡽ⑴ ＜ま࡛ ＜省略֊ࡽ⑴ 

  瀬戸ᕷ子ࡶ・子育࡚会議関するࠋࡇ  

㸦国保ᖺ金課㸧 㸦国保ᖺ金課㸧 

第㸰㸵条 ＜省略＞ 第㸰㸵条 ＜省略＞ 

㸰ࡽ㸲ま࡛ ＜省略＞ 㸰ࡽ㸲ま࡛ ＜省略＞ 

㸳 医療福祉ಀ࠾い࡚ࡡࡴ࠾࠾ࠊࡣ次ࡢ事務を

分掌するࠋ 

㸳 医療福祉ಀ࠾い࡚ࡡࡴ࠾࠾ࠊࡣ次ࡢ事務を

分掌するࠋ 

 ＜ևま࡛ ＜省略ࡽ⑴ ＜ևま࡛ ＜省略ࡽ⑴

ֈ 養育医療ࡢ給付及び費用ࡢ徴収関するࡇ

 ࠋ

 

㸦福祉事務所㸧 㸦福祉事務所㸧 

第㸲㸮条 瀬戸ᕷ福祉事務所条例㸦昭和㸲㸵ᖺ瀬

戸ᕷ条例第㸶号㸧規定する瀬戸ᕷ福祉事務所

㸦以下ࠕ福祉事務所ࠖいうࠋ㸧࠾い࡚ࠊࡣ

生活保護法㸦昭和㸰㸳ᖺ法ᚊ第㸯㸲㸲号㸧ࠊ中

国残留邦人等ࡢ円滑࡞帰国ಁࡢ進及び永住帰国

ᚋࡢ自立ࡢ支援関する法ᚊ㸦ᖹ成㸴ᖺ法ᚊ第

㸱㸮号㸧ࠊ児童福祉法㸦昭和㸰㸰ᖺ法ᚊ第㸯㸴

㸲号㸧ࠊ身体障害者福祉法㸦昭和㸰㸲ᖺ法ᚊ第

㸰㸶㸱号㸧ࠊ知的障害者福祉法㸦昭和㸱㸳ᖺ法

ᚊ第㸱㸵号㸧ࠊ精神保健及び精神障害者福祉

関する法ᚊ㸦昭和㸰㸳ᖺ法ᚊ第㸯㸰㸱号㸧ࠊ障

害者ࡢ日常生活及び社会生活を総合的支援す

第㸲㸮条 瀬戸ᕷ福祉事務所条例㸦昭和㸲㸵ᖺ瀬

戸ᕷ条例第㸶号㸧規定する瀬戸ᕷ福祉事務所

㸦以下ࠕ福祉事務所ࠖいうࠋ㸧࠾い࡚ࠊࡣ

生活保護法㸦昭和㸰㸳ᖺ法ᚊ第㸯㸲㸲号㸧ࠊ中

国残留邦人等ࡢ円滑࡞帰国ಁࡢ進及び永住帰国

ᚋࡢ自立ࡢ支援関する法ᚊ㸦ᖹ成㸴ᖺ法ᚊ第

㸱㸮号㸧ࠊ児童福祉法㸦昭和㸰㸰ᖺ法ᚊ第㸯㸴

㸲号㸧ࠊ身体障害者福祉法㸦昭和㸰㸲ᖺ法ᚊ第

㸰㸶㸱号㸧ࠊ知的障害者福祉法㸦昭和㸱㸳ᖺ法

ᚊ第㸱㸵号㸧ࠊ精神保健及び精神障害者福祉

関する法ᚊ㸦昭和㸰㸳ᖺ法ᚊ第㸯㸰㸱号㸧ࠊ障

害者自立支援法㸦ᖹ成㸯㸵ᖺ法ᚊ第㸯㸰㸱



るたࡢࡵ法ᚊ㸦ᖹ成㸯㸵ᖺ法ᚊ第㸯㸰㸱号㸧ࠊ

老人福祉法㸦昭和㸱㸶ᖺ法ᚊ第㸯㸱㸱号㸧及び

母子及び寡婦福祉法㸦昭和㸱㸷ᖺ法ᚊ第㸯㸰㸷

号㸧定ࡵる援護ࠊ育成又ࡣ更生ࡢ措置関す

る事務等を分掌するࠋ 

号㸧ࠊ老人福祉法㸦昭和㸱㸶ᖺ法ᚊ第㸯㸱㸱

号㸧及び母子及び寡婦福祉法㸦昭和㸱㸷ᖺ法ᚊ

第㸯㸰㸷号㸧定ࡵる援護ࠊ育成又ࡣ更生ࡢ措

置関する事務等を分掌するࠋ 

  

附 則 

ᖹ成㸰㸳ᖺ㸲ࡣ規定ࡢ第㸰条ࠊࡽ日ࡢ公ᕸࡣ規定ࡢ規則中第㸯条ࡢࡇ

月㸯日ࡽ施行するࠋ 

 


